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Ⅰ 調査の概要 
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１ 調査の目的 

  商品・サービスの広告表示及び広告表示に関する法規制等に関する、事業者の意識を

把握する。 

２ 調査の方法 

  当該調査を受託した事業者により、インターネットによるアンケートを実施した。 

【対象者】「法務・コンプライアンス担当部署」に勤務する企業担当者（８００名） 

【アンケート回収期間】令和４年３月１１日（金）～１６日（水） 

３ 調査対象者の属性 

  性別 男性（84.3％）、女性（15.8％） 

  年代 50代（35.4％）、60代以上（29.5％）、40代（22.3％）等 

  地域 東京都（25.6％）、神奈川県（10.1％）、愛知県（8.9％）、大阪府（7.1％）等 

  業種 製造業（22.8％）、金融・保険業（18.3％）、設問以外の業種（9.8％）等 

４ 調査内容の概要 

○ 属性（回答者の年齢、地域、男女の別等）

○ 景品表示法の認知度、理解度、取組状況

○ 仮に、貴社が景品表示法違反となるような行為をしてしまったことが判明した場合、

自主申告制度を使うと思いますか 

○ 仮に、貴社が景品表示法違反となるような行為をしてしまったことが判明した場合、

自主返金制度を使うと思いますか 

○ 仮に、貴社が景品表示法違反となるような行為をしてしまった可能性が判明した場

合、「行政法規に違反しているおそれがあるとされているものについて、行政機関の

調査の結果が出る前に行政機関と事業者が合意し、合意に基づいて事業者が自主的に

是正措置等を採ることで調査が集結し、行政処分を受けないこととなる制度」があっ

たとすれば、当該制度を利用することを検討したいと思いますか 

○ 仮に、ある事業者が、行政法規に違反する行為を行い、行政処分を受けたにもかか

わらず、再び同様の違反行為を行おうとしている場合、「繰り返し違反行為を行う事

業者に対して、行政処分による経済的不利益を課す場合には、当該経済的不利益の金

額が加重されるような制度」があったとすれば、違反行為の抑止に効果があると思い

ますか 

５ 表示上の注意 

・ 本調査結果の集計結果は原則として小数第２位を四捨五入しているため、合計が

100％にならない場合がある。 

・ 複数回答の集計結果は合計が 100％を超える場合がある。
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Ⅱ アンケート調査結果 
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男性, 84.3%

女性, 15.8%

【F1】あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）
(N=800)
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(N=800)
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【F3】あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）
(N=800)
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【SC1】あなたの職業をお答えください。（お答えは1つ）
(N=800)

営業関連部署, 0.0%
広告宣伝関連部署, 0.0%

法務・コンプライアンス関連

部署, 100.0%

製造・生産関連部署, 0.0%
人事・経理関連部署, 0.0%
上記以外の部署, 0.0%

【SC2】あなたの所属部署（経営者・役員の場合には担当業務）をお答えください。（お答えは

1つ）
(N=800)
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22.8

5.5

2.5

4.4

5.1

5.1

2.1

18.3

4.5

8.9

2.5

8.1

0.5

9.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸業

情報通信業（放送業含む）

卸売業

小売業

金融・保険業

不動産業

サービス業（飲食業、宿泊業、医療・福祉（病院含む））

教育・学習支援業（学校含む）
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上記以外の業種

【SC3】あなたが現在就いている業種をお答えください。（お答えは1つ）

※複数あてはまる方は、最も中心的なお仕事についてお答えください。
(N=800)
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【SC4】あなたがお勤めの企業の規模（従業者数）をお答えください。（お答えは1つ）
(N=800)

中小企業, 41.0%

大企業, 59.0%

回答者に占める大企業・中小企業の割合
(N=800)
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【SC5】あなたがお勤めの企業の上場市場をお答えください。（お答えは1つ）
(N=800)
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知っている, 85.5%

知らない, 14.5%

【Q1】虚偽・誇大広告などの不当表示は、「景品表示法」という法律によって禁止されている

ことを知っていますか。（お答えは1つ）
(N=800)

知っている, 84.5%

知らない, 15.5%

【Q2】虚偽・誇大広告などの不当表示を行い、「景品表示法」に違反した場合には、措置命

令や課徴金納付命令といった行政処分の対象になることを知っていますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH013]

知っている, 82.0%

知らない, 18.0%

【Q3】商品・サービスの広告表示を行う事業者には、虚偽・誇大広告などの不当表示を防止

するために、適切なコンプライアンス体制（法令遵守体制）を構築することが景品表示法により

義務付けられていることを知っていますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH015]

知っている, 74.6%

知らない, 25.4%

【Q4_1】事業者が適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制（法令遵守体制）を

適切に整備できるよう政府が指針を定めていることを知っていますか。（お答えは1つ）
(N=800)

詳しく知っている, 
18.6%

ある程度知っている, 49.4%

ほとんど知らない, 
20.5%

全く知らない, 
11.5%

【Q4_2】上記指針に記載されている、事業者が適正な広告表示等を行うために取り組むべ

き措置の内容を知っていますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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　 貴社において、適正な広告表示等を行うために、上記枠内の「事業者が適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制
（法令遵守体制）の例」に記載されているような取組を行っているかお伺いします。

[GRAPH016]

取り組んでいること

がある, 45.9%

取り組んでいること

がない, 28.8%

取り組んでいるか

どうか分からない, 
25.4%

【Q5_1】貴社では「① 景品表示法の考え方の周知・啓発」に関して何か取り組んでいること

はありますか。（お答えは1つ）
(N=800)

【参考】事業者が適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制（法令遵守体制）の例

（詳細は、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の第４及び別添参照）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/141210premiums_3.pdf

① 景品表示法の考え方の周知・啓発

景品表示法の考え方について、表示等に関係している役員や従業員にその職務に応じた周知・啓発を行う。

② 法令遵守の方針等の明確化

景品表示法を含む法令遵守の方針や法令遵守のためにとるべき手順等を明確化する。

③ 表示等に関する情報の確認

商品又はサービスの長所や要点を一般消費者に訴求するためにその内容等について積極的に表示を行う場合には、当該表示の根拠

となる情報を確認する。

④ 表示等に関する情報の共有

③で確認した情報を、当該表示等に関係する各組織部門が必要に応じて共有し確認できるようにする。

⑤ 表示等を管理するための担当者等（表示等管理担当者）を定めること

表示等に関する事項を適正に管理するため、表示等を管理する担当者又は担当部門をあらかじめ定める。

⑥ 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること

③で確認した表示等に関する情報を、表示等の対象となる商品又はサービスが一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期

間、事後的に確認するために、例えば、資料の保管等必要な措置を採る。

⑦ 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

特定の商品又はサービスに景品表示法違反又はそのおそれがある事案が発生した場合、事実関係の迅速かつ正確な確認、迅速かつ

適正な一般消費者の誤認排除、再発防止に向けた措置を行う。
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[GRAPH017]

[GRAPH018]
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景品表示法の考え方や景品表示法の違反事例等を、社内報、社

内メールマガジン、社内ポータルサイト等に掲載したり、メール等

で配信することにより、従業員等に周知・啓発を行っている

自社で景品表示法に関する研修や勉強会等を実施している

従業員等が、都道府県、事業者団体、消費者団体等が主催す

る、景品表示法に関する社外講習会等に参加している

その他

【Q5_1_1】「① 景品表示法の考え方の周知・啓発」に関して「取り組んでいることがある」

と答えた方にお聞きします。取組内容について下記の選択肢の中から当てはまるものを選ん

でください。（お答えはいくつでも）
(N=367)
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15.7
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59.1

10.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業者に適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制

（法令遵守体制）を構築することが義務付けられていることを知ら

なかったため

どのような取組を行えばよいか分からなかったため

社内のコンプライアンス（法令遵守）意識が希薄であるため

業務多忙につき、取り組む余裕がなかったため

これまでに不当表示等に該当するような事案が発生したことがな

いため

その他

【Q5_1_2】「① 景品表示法の考え方の周知・啓発」に関して「取り組んでいることがない」

と答えた方にお聞きします。理由を下記の選択肢の中から当てはまるものを選んでください。

（お答えはいくつでも）
(N=230)
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[GRAPH019]
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がない, 23.4%

取り組んでいるか

どうか分からない, 
25.6%

【Q5_2】貴社では「② 法令遵守の方針等の明確化」に関して何か取り組んでいることはあり

ますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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82.1

47.1

52.2

44.9

36.5

14.5

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法令遵守の方針等を社内規程、行動規範等として定めている

パンフレット、ウェブサイト、メールマガジン等の広報資料等に法

令遵守に係る自社の方針を記載している

法令違反があった場合に、懲戒処分の対象となる旨を就業規則

その他の社内規則等において明記している

禁止される表示等の内容、表示等を行う際の手順等を定めたマ

ニュアルを作成している

社内規程において、不当表示等が発生した場合に係る連絡体

制、商品等の具体的な回収等の方法、関係行政機関への報告の

手順等を規定している

（中小企業の場合）社内規程等は明文化していないが、法令遵守

の方針等を個々の従業員（従業員を雇用していない代表者一人

の事業者にあっては当該代表者）が認識している

その他

【Q5_2_1】「② 法令遵守の方針等の明確化」に関して「取り組んでいることがある」と答

えた方にお聞きします。取組内容について下記の選択肢の中から当てはまるものを選んでく

ださい。（お答えはいくつでも）
(N=408)
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事業者に適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制

（法令遵守体制）を構築することが義務付けられていることを知ら

なかったため

どのような取組を行えばよいか分からなかったため

社内のコンプライアンス（法令遵守）意識が希薄であるため

業務多忙につき、取り組む余裕がなかったため

これまでに法令違反に該当するような事案が発生したことがない

ため

その他

【Q5_2_2】「② 法令遵守の方針等の明確化」に関して「取り組んでいることがない」と答

えた方にお聞きします。理由を下記の選択肢の中から当てはまるものを選んでください。（お答

えはいくつでも）
(N=187)
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[GRAPH022]
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がない, 26.6%

取り組んでいるか

どうか分からない, 
29.3%

【Q5_3】貴社では「③ 表示等に関する情報の確認」に関して何か取り組んでいることはあり

ますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH023]
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景品表示法の各種運用基準、過去の不当表示等事案の先例等

を参考にして、どのような表示が可能なのか、当該表示等をする

ためにはどのような根拠が必要であるかを検討している

原材料等を調達するに当たり、原材料等の仕様、規格、表示内容

を確認し、最終的な表示の内容に与える影響を検討している

規格・基準等の認証制度が存在する場合（ブランド食材の認証

マーク等）には、それらの制度を利用して品質や呼称を確認して

いる

無作為に抽出したサンプルの成分検査を実施している

生産・製造・加工の過程が仕様書・企画書と整合しているかどうか

確認している

企画・設計・調達・生産・製造・加工・営業の各部門の間で表示し

ようとする内容と実際の商品・サービスとを照合している

社内外に依頼したモニター等の一般消費者の視点を活用するこ

とにより、一般消費者が誤認する可能性があるかどうかを検証し

ている

その他

【Q5_3_1】「③ 表示等に関する情報の確認」に関して「取り組んでいることがある」と答え

た方にお聞きします。取組内容について下記の選択肢の中から当てはまるものを選んでくださ

い。（お答えはいくつでも）
(N=353)
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[GRAPH024]
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業者に適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制

（法令遵守体制）を構築することが義務付けられていることを知ら

なかったため

どのような取組を行えばよいか分からなかったため

社内のコンプライアンス（法令遵守）意識が希薄であるため

業務多忙につき、取り組む余裕がなかったため

これまでに不当表示等に該当するような事案が発生したことがな

いため

その他

【Q5_3_2】「③ 表示等に関する情報の確認」に関して「取り組んでいることがない」と答え

た方にお聞きします。理由を下記の選択肢の中から当てはまるものを選んでください。（お答え

はいくつでも）
(N=213)
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[GRAPH025]

取り組んでいること

がある, 44.1%

取り組んでいること

がない, 26.5%

取り組んでいるか

どうか分からない, 
29.4%

【Q5_4】貴社では「④ 表示等に関する情報の共有」に関して何か取り組んでいることはあり

ますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH026]

[GRAPH027]

67.4

59.8

44.2

11.9

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

社内イントラネットや共有電子ファイル等を利用して、従業員等が

表示等の根拠となる情報を閲覧できるようにしている

表示等に影響を与え得る商品又はサービスの内容の変更を行う

場合、担当部門が速やかに表示等担当部門に当該情報を伝達し

ている

表示等の変更を行う場合、企画・設計部門や品質管理部門等の

確認を得ている

（中小企業の場合）代表者自身が表示等を管理している場合、代

表者が表示等に関する情報を把握している

その他

【Q5_4_1】「④ 表示等に関する情報の共有」に関して「取り組んでいることがある」と答え

た方にお聞きします。取組内容について下記の選択肢の中から当てはまるものを選んでくださ

い。（お答えはいくつでも）
(N=353)

7.5

15.6

13.7

12.3

59.9

7.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業者に適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制

（法令遵守体制）を構築することが義務付けられていることを知ら

なかったため

どのような取組を行えばよいか分からなかったため

社内のコンプライアンス（法令遵守）意識が希薄であるため

業務多忙につき、取り組む余裕がなかったため

これまでに不当表示等に該当するような事案が発生したことがな

いため

その他

【Q5_4_2】「④ 表示等に関する情報の共有」に関して「取り組んでいることがない」と答え

た方にお聞きします。理由を下記の選択肢の中から当てはまるものを選んでください。（お答え

はいくつでも）
(N=212)
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[GRAPH028]

取り組んでいること

がある, 43.4%

取り組んでいること

がない, 27.8%

取り組んでいるか

どうか分からない, 
28.9%

【Q5_5】貴社では「⑤ 表示等を管理するための担当者等（表示等管理担当者）を定めるこ

と」に関して何か取り組んでいることはありますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH029]

[GRAPH030]

89.3

26.5

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

表示等を管理するための担当者又は担当部門を指定して表示等

の内容を確認している

社内資格制度を設け、表示等管理担当者となるためには、景品

表示法等の表示等関連法令についての試験に合格することを要

件としている

その他

【Q5_5_1】「⑤ 表示等を管理するための担当者等（表示等管理担当者）を定めること」に

関して「取り組んでいることがある」と答えた方にお聞きします。取組内容について下記の選択

肢の中から当てはまるものを選んでください。（お答えはいくつでも）
(N=347)

8.6

13.5

13.1

10.8

60.4

8.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業者に適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制

（法令遵守体制）を構築することが義務付けられていることを知ら

なかったため

どのような取組を行えばよいか分からなかったため

社内のコンプライアンス（法令遵守）意識が希薄であるため

業務多忙につき、取り組む余裕がなかったため

これまでに不当表示等に該当するような事案が発生したことがな

いため

その他

【Q5_5_2】「⑤ 表示等を管理するための担当者等（表示等管理担当者）を定めること」に

関して「取り組んでいることがない」と答えた方にお聞きします。理由を下記の選択肢の中から

当てはまるものを選んでください。（お答えはいくつでも）
(N=222)
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[GRAPH031]

取り組んでいること

がある, 41.8%

取り組んでいること

がない, 27.5%

取り組んでいるか

どうか分からない, 
30.8%

【Q5_6】貴社では「⑥ 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採

ること」に関して何か取り組んでいることはありますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH032]

[GRAPH033]

78.1

44.3

22.2

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

表示等の根拠となる情報を記録し、一定期間保存している

製造業者や調達先業者等との間で、品質・規格・原産地等に変更

があった場合には、その旨の伝達を受けることをあらかじめ申し

合わせている

トレーサビリティ制度に基づく情報により原産地等を確認できる場

合には、同制度を利用して原産地等を確認できるようにしている

その他

【Q5_6_1】「⑥ 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採るこ

と」に関して「取り組んでいることがある」と答えた方にお聞きします。取組内容について下記の

選択肢の中から当てはまるものを選んでください。（お答えはいくつでも）
(N=334)

5.9

15.0

14.5

12.3

61.4

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業者に適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制

（法令遵守体制）を構築することが義務付けられていることを知ら

なかったため

どのような取組を行えばよいか分からなかったため

社内のコンプライアンス（法令遵守）意識が希薄であるため

業務多忙につき、取り組む余裕がなかったため

これまでに不当表示等に該当するような事案が発生したことがな

いため

その他

【Q5_6_2】「⑥ 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採るこ

と」に関して「取り組んでいることがない」と答えた方にお聞きします。理由を下記の選択肢の

中から当てはまるものを選んでください。（お答えはいくつでも）
(N=220)
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[GRAPH034]

取り組んでいること

がある, 42.9%

取り組んでいること

がない, 28.5%

取り組んでいるか

どうか分からない, 
28.6%

【Q5_7】貴社では「⑦ 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応」

に関して何か取り組んでいることはありますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH035]

65.6

64.1

37.6

44.3

31.2

29.2

28.6

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就業規則その他の職務規律を定めた文書において、従業員等が

景品表示法違反に関し、情報を提供したこと又は事実関係の確

認に協力したこと等を理由として、不利益な扱いを行ってはならな

い旨を定め、従業員等に周知している

不当表示等の事案に係る情報を入手した者から法務部門・コンプ

ライアンス部門に速やかに連絡する体制を整備している

表示等管理担当者、事業者の代表者又は専門の委員会等が、表

示等の根拠となった情報を確認し、従業員等から事実関係を聴取

するなどして事実関係を確認している

内部通報制度を整備し、内部通報窓口担当者が適切に対応して

いる

速やかに不当表示等の違反を是正し、一般消費者に対する周知

（例えば、新聞、自社ウェブサイト、店頭での貼り紙）や商品等の

回収を行っている

当該不当表示等の事案に係る事実関係を関係行政機関へ速や

かに報告している

当該不当表示等の事案を社内で共有し、従業員等に対して必要

な教育・研修等を改めて行うなど、表示等の改善のための施策を

講じている

その他

【Q5_7_1】「⑦ 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応」に関

して「取り組んでいることがある」と答えた方にお聞きします。取組内容について下記の選択肢

の中から当てはまるものを選んでください。（お答えはいくつでも）
(N=343)
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[GRAPH036]

6.6

15.4

12.3

12.7

63.2

5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業者に適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制

（法令遵守体制）を構築することが義務付けられていることを知ら

なかったため

どのような取組を行えばよいか分からなかったため

社内のコンプライアンス（法令遵守）意識が希薄であるため

業務多忙につき、取り組む余裕がなかったため

これまでに不当表示等に該当するような事案が発生したことがな

いため

その他

【Q5_7_2】「⑦ 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応」に関

して「取り組んでいることがない」と答えた方にお聞きします。理由を下記の選択肢の中から当

てはまるものを選んでください。（お答えはいくつでも）
(N=228)
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[GRAPH037]

40.0

31.5

47.6

12.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

景品表示法違反の未然防止又は被害の拡大の防止の観点か

ら、速やかに景品表示法違反を発見する監視体制の整備や従業

員等が報復のおそれなく報告できる報告体制を設けている

表示等が適正かどうかの検討に際し、疑義のある事項について

関係行政機関や公正取引協議会（※）に事前に問い合わせを

行っている

表示等が適正かどうかの検討に際し、当該業界の自主ルール又

は公正競争規約（※）を参考にしている

その他

【Q5_8】貴社において、適正な広告表示等を行うために、上記①から⑦までの内容以外に

他にも何か取り組んでいることがありますか。その取組内容について下記選択肢の中から当

てはまるものがあれば選んでください。当てはまるものがなければ、その他に記載してくださ

い。（お答えはいくつでも）

（※）公正競争規約とは景品表示法に基づいて設定された表示又は景品類に関する業界の自

主ルールであり、公正取引協議会は公正競争規約の運用団体
(N=800)
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[GRAPH038]

[GRAPH039]

そう思う, 43.5%

どちらかといえば

そう思う, 44.9%

どちらかといえば

そう思わない, 
7.6%

全く思わない, 4.0%

【Q6】適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制（法令遵守体制）を構築している

事業者は、構築していない事業者に比べて、消費者、取引先、金融機関、金融市場、行政機

関などからの信頼度が高いと思いますか。（お答えは1つ）
(N=800)

そう思う, 43.9%

どちらかといえば

そう思う, 46.0%

どちらかといえば

そう思わない, 
7.3%

全く思わない, 2.9%

【Q7】貴社が取引先を選ぶ際には、他の条件が同じである場合、適正な広告表示等を行う

ためのコンプライアンス体制（法令遵守体制）を構築している事業者を選びたいと思いますか。

（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH040]

[GRAPH041]

そう思う, 40.1%

どちらかといえば

そう思う, 48.6%

どちらかといえば

そう思わない, 
8.8%

全く思わない, 2.5%

【Q8】適正な広告表示等を行うためのコンプライアンス体制を（法令遵守体制）構築している

事業者をより一層増やすために、国は積極的に事業者に対して支援や指導・助言等を行うべ

きだと思いますか。（お答えは1つ）
(N=800)

よく知っている, 
19.3%

ある程度は知っている, 
35.4%

聞いたことはあるが、

よく分かっていない, 
26.0%

聞いたこともない, 
19.4%

【Q9】景品表示法の自主報告制度（虚偽・誇大広告を行った事業者が、自らその事実を所管

庁に報告した時は、課徴金額の50％を減額され得る制度）を知っていますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH042]

使うと思う, 30.9%

おそらく使うと思う, 47.6%

おそらく使わない

と思う, 14.9%

使わないと思う, 6.6%

【Q10_1】仮に、貴社が景品表示法違反となるような行為をしてしまったことが判明した場

合、自主申告制度を使うと思いますか。（お答えは1つ）

※自主報告制度とは、虚偽・誇大広告を行った事業者が、自らその事実を所管庁に報告した

時は、課徴金額の50％を減額され得る制度を指します。
(N=800)
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[GRAPH043]

[GRAPH044]

41.4

64.2

32.3

31.5

14.3

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

課徴金額が50％も減額されるから

景品表示法違反となるような行為をしてしまったことが判明した以

上、コンプライアンスの観点からも、早期に所管庁に報告すべきで

あるから

社内規程上、所管庁に報告することになっているから

自浄作用が働く企業であるとして、レピュテーションリスク（評判が

悪化するおそれ）等を低減することができるかもしれないから

自主報告制度を利用しないと株主等から訴えられる可能性があ

るから

その他

【Q10_2】仮に、貴社が景品表示法違反となるような行為をしてしまったことが判明した場

合、自主申告制度を「使うと思う」又は「おそらく使うと思う」と答えた方にお聞きします。それは

なぜですか。（お答えはいくつでも）
(N=628)

7.6

13.4

16.3

14.5

49.4

7.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

課徴金が50％しか減額されないから

自主報告を行わなければ、景品表示法違反となるような行為を

行っていたことが所官庁に見つからないかもしれないから

社内規程上、所管庁に報告することになっていないから

自主報告を行うと違反行為に関与した従業員が処分を受けること

になってしまうから

自主報告制度の手続が分からないから

その他

【Q10_3】仮に、貴社が景品表示法違反となるような行為をしてしまったことが判明した場

合、自主申告制度を「使わないと思う」又は「おそらく使わないと思う」と答えた方にお聞きしま

す。それはなぜですか。（お答えはいくつでも）
(N=172)
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[GRAPH045]

よく知っている, 
13.8%

ある程度は知っている, 
29.3%

聞いたことはあるが、

よく分かっていない, 
27.3%

聞いたこともない, 
29.8%

【Q11】景品表示法の自主返金制度（虚偽・誇大広告を行った事業者が、申出のあった消費

者に対し、購入額の3％以上の金額を現金の交付又は銀行振込により返金すると、返金した

額が課徴金額から減額され、最大では課徴金額がゼロとなり得る制度）を知っていますか。

（お答えは1つ）
(N=800)
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[GRAPH046]

使うと思う, 25.1%

おそらく使うと思う, 48.3%

おそらく使わない

と思う, 17.1%

使わない

と思う, 
9.5%

【Q12_1】仮に、貴社が景品表示法違反となるような行為をしてしまったことが判明した場

合、自主返金制度を使うと思いますか。（お答えは1つ）

※自主返金制度とは、虚偽・誇大広告を行った事業者が、申出のあった消費者に対し、購入

額の3％以上の金額を現金の交付又は銀行振込により返金すると、返金した額が課徴金額か

ら減額され、最大では課徴金額がゼロとなり得る制度を指します。
(N=800)
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[GRAPH047]

[GRAPH048]

47.0

61.5

47.0

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

課徴金納付命令が命じられない又は課徴金額が減額されるから

消費者の被害回復のために自主返金を行うべきであるから

自社に対する消費者や取引先などからの信頼維持につながるか

ら

その他

【Q12_2】仮に、貴社が景品表示法違反となるような行為をしてしまったことが判明した場

合、自主返金制度を「使うと思う」又は「おそらく使うと思う」と答えた方にお聞きします。それは

なぜですか。（お答えはいくつでも）
(N=587)

17.4

22.1

18.8

45.5

9.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

消費者に返金するためには課徴金額以上の費用や手間がかか

る可能性があるから

自主返金制度を使っても消費者や取引先などの信頼を取り戻す

ことはできないと思うから

返金方法として、現金の交付又は銀行振込しか認められておらず

返金するのが面倒だから

法律上の自主返金制度を使わずに、自社で独自に消費者に返金

を行う方が迅速に対応できるから

その他

【Q12_3】仮に、貴社が景品表示法違反となるような行為をしてしまったことが判明した場

合、自主返金制度を「使わないと思う」又は「おそらく使わないと思う」と答えた方にお聞きしま

す。それはなぜですか。（お答えはいくつでも）
(N=213)
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[GRAPH049]

検討すると思う, 39.9%

どちらかと言えば検討する

と思う, 41.3%

どちらかと言えば検討しない

と思う, 11.9%

検討しないと思う, 7.0%

【想定事情】

・貴社のビジネスに関して、「行政法規に違反しているおそれがあるので調査を行う」との連絡を行政機関より受けた。

・社内で独自に調査したところ、貴社のビジネスに関し、最終的に行政機関の調査がどのような結果となるかは分からないが、行政法

規に違反しており、行政処分を受ける可能性があることが判明した。

【制度の内容】

「行政法規に違反しているおそれがあるとされているものについて、行政機関の調査の結果が出る前に行政機関と事業者が合意し、

合意に基づいて事業者が自主的に是正措置等を採ることで調査が終結し、行政処分を受けないこととなる制度」

【Q13_1】以下の事情を想定したうえで質問にお答えください。以下の制度が仮にあったとすれば、この

制度を利用することを検討したいと思いますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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行政処分を受けたくないから

行政機関との対応が早期に終結するかもしれないから

自浄作用が働く企業であるとして、レピュテーションリスク（評判が

悪化するおそれ）等を低減することができるかもしれないから

行政処分を受けるよりも、より実態に即した効果的な措置を自発

的に講じることができるかもしれないから

（自社が消費者を対象にビジネスを行っている場合）消費者への

影響を考慮すると、違反のおそれがある状態を早期に解消すべき

であると考えるから

（自社が消費者を対象にビジネスを行っている場合）消費者の被

害回復に資するかもしれないから

その他

【Q13_2】上記の制度が仮にあったとすれば、この制度を「検討すると思う」又は「どちらかと

言えば検討すると思う」と答えた方にお聞きします。それはなぜですか。（お答えはいくつでも）
(N=649)
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行政処分を受けるかどうかが完全に確定していない段階であれ

ば、あえて自主的に行動しようとは思わないから

こちらから自主的にそのような制度を用いるよりは、受動的に調

査に応じていた方が楽だから

自主的に行動しなくても、調査の結果次第では、行政処分を受け

ずに済む可能性もあるから

その他

【Q13_3】上記の制度が仮にあったとすれば、この制度を「検討しないと思う」又は「どちらか

と言えば検討しないと思う」と答えた方にお聞きします。それはなぜですか。（お答えはいくつで

も）
(N=151)
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[GRAPH052]

効果があると思う, 37.3%

どちらかと言えば効果がある

と思う, 45.8%

どちらかと言え

ば効果がないと

思う, 13.3%

効果がないと思う, 3.8%

【Q14_1】以下の事情を想定したうえで質問にお答えください。仮に以下の制度があったとす

れば、違反行為の抑止に効果があると思いますか。（お答えは1つ）
(N=800)

【想定事情】

ある事業者が、行政法規に違反する行為を行い、行政処分を受けたにもかかわらず、再び同様の違反行為を行おうとしている。

【制度の内容】

「繰り返し違反行為を行う事業者に対して、行政処分による経済的不利益を課す場合には、当該経済的不利益の金額が加重される

ような制度（※）」

※例えば、独占禁止法や金融商品取引法に規定されている、繰り返し違反すると課徴金の金額が高くなるような制度をお考えくださ

い。
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【Q15_1】「繰り返し違反行為を行う事業者に対して、行政処分による経済的不利益を課す

場合には、当該経済的不利益の金額が加重されるような制度」（例えば、独占禁止法や金融

商品取引法に規定されている、繰り返し違反すると課徴金の金額が高くなるような制度）につ

いて、どう思いますか。（お答えは1つ）
(N=800)
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このような制度があると違反事業者が減るかもしれないから

違反行為を繰り返す事業者に対しては厳しく対応すべきだから

自社はそもそも行政法規に反するような行為を行わないので、違反

事業者に課される経済的不利益の金額が上がっても問題はないか

ら

（当該事業者が消費者を対象にビジネスを行っている場合）消費者

の信頼を失うような行為は繰り返し行うべきではないから

（当該事業者が消費者を対象にビジネスを行っている場合）違反を

繰り返すことで売上を得るのは不当であり認められるべきではない

から

その他

【Q15_2】「繰り返し違反行為を行う事業者に対して、行政処分による経済的不利益を課す

場合には、当該経済的不利益の金額が加重されるような制度」（例えば、独占禁止法や金融

商品取引法に規定されている、繰り返し違反すると課徴金の金額が高くなるような制度）につ

いて「賛成である」又は「どちらかと言えば賛成である」と答えた方にお聞きします。それはなぜ

ですか。（お答えはいくつでも）
(N=713)
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経済的不利益の金額が加重されるのは違反事業者にとって酷だか

ら

もしも自社が違反事業者となった場合に困るから

このような制度があると、自社の管理体制を一層厳しくする必要が

あるから

その他

【Q15_3】「繰り返し違反行為を行う事業者に対して、行政処分による経済的不利益を課す

場合には、当該経済的不利益の金額が加重されるような制度」（例えば、独占禁止法や金融

商品取引法に規定されている、繰り返し違反すると課徴金の金額が高くなるような制度）につ

いて「反対である」又は「どちらかと言えば反対である」と答えた方にお聞きします。それはなぜ

ですか。（お答えはいくつでも）
(N=87)
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